
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
七
号 

 
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
住
宅
再
建
支
援
等
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

十
三
号
）
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
住
宅
再
建
支
援
等
給
付
金
に
係
る
差
押

禁
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
四
月
五
日 

厚
生
労
働
大
臣 

武
見 

敬
三 

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
住
宅
再
建
支
援
等
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則 

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
住
宅
再
建
支
援
等
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
自
宅
再
建
利
子
助
成
事
業
給
付
金
（
令
和
六
年
一
月
一

日
に
発
生
し
た
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
の
影
響
に
鑑
み
、
当
該
災
害
に
よ
り
住
宅
に
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
住

宅
の
再
建
の
支
援
等
の
観
点
か
ら
、
住
宅
の
建
設
、
購
入
又
は
補
修
の
た
め
の
借
入
金
の
利
息
の
支
払
に
充
て
る
も
の
と
し

て
、
令
和
五
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
に
基
づ
き
石
川
県
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す

る
。 



 

附 

則 
１ 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
省
令
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
支
給
を
受
け
、
又
は
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
自

宅
再
建
利
子
助
成
事
業
給
付
金
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
生
じ
た
効
力
を
妨
げ
な
い
。 


